
○神石高原町総合戦略策定委員会設置要綱 

平成２７年３月２７日 

告示第２７号 

改正 平成２８年８月１日告示第１００号 

平成２９年４月１日告示第８８号 

（設置） 

第１条 神石高原町総合戦略推進本部設置要綱（平成２７年神石高原町訓令第

３号）第１条に規定する目的を推進するにあたり，専門的見地から意見を聴

取するため，神石高原町総合戦略策定委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について検討し，町長へ提言するものとす

る。 

（１） 神石高原町の人口動向，将来推計人口の分析及び中長期の将来展望

に関する事項 

（２） 神石高原町の人口動向や産業実態等を踏まえた政策目標及び取り組

むべき施策等に関する事項 

（３） 総合戦略の効果検証に関する事項 

（４） その他必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は，委員１２人以内で構成する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，町長が委嘱する。 

（１） 町議会議員 

（２） 学識経験者 

（３） 農林，商工又は観光の関係者 

（４） 金融の関係者 

（５） 子育ての関係者 

（６） 教育の関係者 

（７） 行政関係者 

（８） その他町長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から平成３２年３月３１日までとする。ただ

し，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（座長） 

第５条 委員会に座長を置く。 

２ 座長は，委員の互選により定める。 



３ 座長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 座長に事故があるときは，あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代

理する。 

（委員会） 

第６条 委員会は，座長が招集し，その議長となる。 

２ 座長は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意

見を聴取することができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，政策企画課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，座

長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成２７年４月１日から施行する。 

（委員会の招集の特例） 

２ この告示の施行の日の最初に開催される委員会の招集は，第６条の規定に

かかわらず，町長が行う。 

附 則（平成２８年８月１日告示第１００号） 

この告示は，平成２８年８月１日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日告示第８８号） 

この告示は，公布の日から施行する。 

 


